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◆
町
の
財
政
状
況

●
健
全
化
判
断
比
率
等

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
を
判
断
す
る

た
め
に
使
う
指
標
値
と
し
て
、「
地
方
公
共

団
体
財
政
健
全
化
法
」
で
定
め
ら
れ
た
健

全
化
判
断
比
率
と
資
金
不
足
比
率
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
値
が
悪
化
し
一
定
水
準
を
超
え
る

と
、
早
期
健
全
化
団
体
や
財
政
再
生
団
体

に
指
定
さ
れ
、
予
算
編
成
等
の
自
由
裁
量

が
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す

が
、
令
和
６
年
度
決
算
を
も
と
に
算
定
し

た
各
指
標
値
は
、
い
ず
れ
も
基
準
値
を
大

き
く
下
回
り
ま
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
実
質
公
債
費
比
率
は
、
先

に
行
っ
た
大
型
公
共
事
業
に
充
て
た
地
方

債
の
償
還
が
本
格
化
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
前
年
度
か
ら
１
．
４
ポ
イ
ン
ト
上
昇

し
、
１
１
．
５
％
と
な
り
ま
し
た
。
将
来

負
担
比
率
は
、
財
政
調
整
基
金
残
高
が
減

少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
令
和
６
年
度
は
５
．

４
％
と
な
り
ま
し
た
。

●
そ
の
他
の
財
政
指
標

　
財
政
力
指
数
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
力
を
示
す
数
値
で
、
指
数
が
低
い
ほ
ど

自
主
財
源
の
割
合
が
少
な
く
、
国
へ
の
依

存
度
が
高
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
令
和
６

年
度
は
前
年
度
に
引
き
続
き
０
．
１
８
％

と
な
り
ま
し
た
。

　
経
常
収
支
比
率
は
、
財
政
構
造
の
弾
力

性
を
判
断
す
る
た
め
の
指
標
で
、
比
率
が

高
い
ほ
ど
財
政
構
造
の
硬
直
化
が
進
行
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
件
費
、
補

助
費
等
の
増
加
に
よ
り
、
令
和
６
年
度
は

前
年
度
か
ら
３
．
３
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、

８
６
．
８
％
と
な
り
ま
し
た
。

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に
対する比率。15％以上になると早期健全化団体と
なり、20％以上になると財政再生団体となります。

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準
財政規模に対する比率。350％以上になると早期健
全化団体となります。

活力のある
まちづくり

のき山学校運営・
整備事業

のき山学校を地域振興、経済活性を図る拠点として、よ
り有効に活用していくため、耐震補強をはじめとする施
設整備を行いました。

１億3,521万円

活力のある
まちづくり 森林環境譲与税関連事業

森林整備への支援（間伐材搬出補助事業、危険木伐採補
助事業等）、森林所有者の境界明確化、森林等基本図制作
等を行いました。

5,463万円

豊かな文化と
心を育む
まちづくり

東栄中学校
開校50周年記念事業

記念式典・講演会、体育館改修、Wi-Fi設置、制服モデル
チェンジ、同窓会促進等、様々な事業を実施しました。4,432万円

支えあう
健康福祉の
まちづくり

東栄診療所
電子カルテシステム
更新事業

老朽化に伴い、医療情報を電子データとして管理する電
子カルテシステムの更新を行いました。8,195万円

安全・安心に
暮らせる
まちづくり

新城広域消防事業
新城広域消防への応分の負担を行い、24時間の救急消
防体制を維持し、町内の消防・防災・救急医療体制を支
えました。

１億7,336万円

区　　分 事　業　名 決　算　額 事 業 の 成 果 内 容
◆主な事業と決算額

給食費減免事業 子育て世帯を支援するため、小中学校の給食費を減免しました。735万円

畜産飼料価格高騰対策
支援補助金

配合飼料価格高騰の影響緩和に資するため、町の主要産業である養鶏業者に
対し補助金を交付しました。203万円

事　業　名 決　算　額 事 業 の 成 果 内 容
◆主な地方創生臨時交付金事業

※赤字等がない場合は「―」で表示しています。 ※資金不足がない場合は「―」で表示しています。

実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将 来 負 担 比 率

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

特 定 環 境 保 全
公共下水道事業特別会計

指　　標 令和６年度
―
―

11.5
5.4

―
早期健全化基準 指　　標 令和６年度 経営健全化基準財政再生基準

15.0
20.0
25.0
350.0

20.0

― 20.0

― 25.0

20.0
30.0
35.0

●健全化判断比率 ●資金不足比率

●実質赤字比率 …… 

全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不
足額）の標準財政規模に対する比率。20％以
上になると早期健全化団体となり、30％以上
になると財政再生団体となります。

●連結実質赤字比率 …… 

一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還
金の標準財政規模に対する比率。25％以上にな
ると早期健全化団体となり、35％以上になると
財政再生団体となります。

●実質公債費比率 …… 

●将来負担比率 …… 
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